
朝日新聞2011年12月12日夕刊掲載「働く人の法律相談」
－職場のＰＣで私用メール許される？－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

会社に損害与えなければ容認
最近では、社内外の人たちと１日何十通もの電子メールをやりとりするのも珍しくありません。仕事の合間にメールで同僚や友人を飲み会
に誘ったり、仕事のグチをこぼしたり、ということも時にはあるでしょう。職場のパソコンで私用メールの交換は、どこまで許されるので
しょうか。
　会社が従業員を懲戒処分にする場合には、就業規則などに懲戒になる行為と懲戒の種類が規定されていることや、処分の重さが相当であ
ることが必要です。
　多くの会社では、職務に専念する義務や、職場の規律を維持する義務などが従業員の服務規定に定められています。メールの私的使用禁
止を明文化していない職場でも、それらの規定に反する恐れがあります。
　では、私用メールは一切禁止されるのでしょうか。
　過去の判例では「職務遂行の妨げとならず、会社の経済的負担もきわめて軽微な場合、外部からの連絡に適宜対応するため必要かつ合理
的な限度の範囲内であれば、私用メールの送受信も基本的に妥当」とされています。つまり、仕事の邪魔にならず、経済的にも会社に迷惑
をかけない程度であれば許される、ということです。
　ある専門学校の男性教員は職場のメールアドレスを使って出会い系サイトに登録し、知り合った女性たちと５年間でメール８００通を送
受信していたため、懲戒解雇されました。男性は解雇は不当だとして、裁判に訴えました。
　地裁は、職務に専念しておらず、教職員としての適格性に疑問があり、懲戒になる行為に当たるとしながらも、「授業をおろそかにして
おらず、パソコン用の規定もなかった」として解雇は重すぎると判断。しかし高裁は、送信元が学校とわかるアドレスでメールをやりとり
して学校の名誉を傷つけたことを重視し、「解雇は相当」としました。
　一方、使用者側が従業員のメールを調査する際にはその手法が問われます。業務上の必要性がなく、あるいはその立場にないのに監視す
れば、プライバシー権の侵害にあたることがあります。

朝日新聞2011年12月5日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
酒席での暴言、罰せられる？－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓
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会社に傷をつけたら処分の場合も
師走に入り、今年も残りわずかとなりました。忘年会など酒席が増える季節です。飲んだ勢いで上司に強気な発言をし、翌朝後悔。そんな
経験ありませんか。飲み会で発した暴言によって、会社から罰せられることがあるのでしょうか。
　会社による罰とは、懲戒処分にするという意味です。重いものから順に、解雇、降格、停職、減給、戒告など。これらが従業員の生活に
与える影響は深刻ですから、客観的にみて合理的で、社会通念に照らして相当な理由がなければ処分は無効とされます。
　また、懲戒処分が有効となるには、就業規則などに懲戒になる事由と懲戒の種類が規定されている▽規定が労働者に周知されている▽規
定に該当する懲戒事由が存在する▽処分の重さが相当である－－といった要件も必要です。
　原則的には勤務時間中や会社内での行為が対象。仕事との関連性が薄い飲み会の場での出来事に会社が口を出すことはできません。ただ、
会社の体面が傷ついたり、社内の士気や規律に大きな影響を与えたりする場合は、話が別です。
　ある土地改良区事務局の総務部長が上司である理事らに、酒席で「あんたは世間から、どうにもならんやつだと言われている」などと発
言。降格処分になったため、処分取り消しを求めて裁判を起こしました。
　地裁判決は、職務執行との関連性が薄い場での発言であるとして処分を取り消しました。しかし高裁判決は、総務部長としての適格性を
欠き、職場秩序を乱す言動と判断。宴会費用を土地改良区が出していることや、参加者が理事や職員に限られており職務執行との関連性が
ないとは言えない、と地裁判決を覆し、処分を有効と認めました。
　暴力をふるった場合は、酒席とはいえ処分が有効とされることがほとんどですが、その処分の重さは問題になります。上司を殴って懲戒
解雇となったケースでは、最初に暴力をふるったのが上司だったことや、私的な飲食で業務を離れた場であったことなどから、裁判所は
「解雇は重すぎる」として無効としました。

朝日新聞2008年4月7日夕刊掲載「働く人の法律相談」－年
休－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

私の職場では２週間前までに書類を出さないと年次有給休暇（年休）が取れません。風邪などで急に休むと欠勤
扱いされ、皆勤手当を給料から引かれます。忘年会などに出なくても欠勤。疑問を感じます。（福岡県　会社員
４０代女性）
　年休は、正社員でも非正社員でも、６カ月間続けて働き、８割以上の出勤率があれば、法で決められた日数を取る権利があります。

　日を指定して会社に伝えれば原則、年休を取得できます。口頭でも、ファクスやメールなど社内の通常のコミュニケーション手段を使っ
ても結構です。書類提出など会社で方法が決まっている場合は、それが不合理でない限り従うべきでしょう。
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　いつまでに通知すべきかについては、具体的な法規制はありません。ただ当人が休むと事業の運営に支障をきたすという場合、会社は時
季変更権、つまり休暇の日を変えられる権利があり、それを行使すべきか判断する時間が、通知から休暇の日までに必要です。時間の程度
は業態により違いますが、ご質問の２週間前までというのは、一般的に長すぎ、無効の可能性が高いでしょう。

　では、急用で当日始業直前に年休取得を通知せざるを得ない場合はどうか。会社が時季変更権を行使できるのは、当人が当日の仕事に必
要不可欠で、休むと職場全体の業務が滞るという例外的な場合です。恒常的に人手不足で代替要因も確保できないという職場には、そもそ
も時季変更権はないともいえます。

　ご質問のケースも、当日始業前の通知でも認められる可能性があります。本来、会社が欠勤扱いできるのは、時季変更権が認められる場
合にこれを行使しても社員が出勤しない場合であって、時季変更権を行使せずに欠勤とするのも問題です。

　また、職場の行事は、休日や業務時間外に行われても、振り替え休日や時間外手当が出るのであれば、業務の一環と考えられます。そう
でなければ、不参加を欠勤とするのはおかしく、手当を引かれる根拠はありません。

●ここがツボ●
・通知すべき時期に、法律上の決まりはない
・当日始業前の通知が認められる場合もある
・職場全体の業務が滞る場合は、×の場合も

朝日新聞2010年4月12日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
更新実績ある有効雇用　雇い止めに－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

契約書に「更新しない」とあっても争う余地あり
　期間に定めのある契約社員などの有期雇用は、期間の定めのない雇用契約を結ぶ正社員と違い、原則として契約期間満了で雇用が終わり
ます。しかし、契約社員として採用される際の面接時に「いつまでも働いてほしい」と言われ、実際に何度も契約を繰り返してきたにもか
かわらず、突然雇い止めを宣告されることがあります。

　たとえ有期契約であっても、職務が継続的なものだったり、他の契約社員が何度も更新されている実績があったりすれば「次回も更新さ
れるだろう」との期待を高めるのは当然です。有期雇用でも、その契約更新に合理的な期待が認められる場合には、いわゆる解雇権乱用法
理が類推適用され、会社側からの更新拒否は解雇と同様の制限が加えられるとされています。
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　しかし近年、会社が更新時に交わす労働契約書に「本契約期間については更新しない」といった文言を盛り込むケースが出ています。有
期雇用契約を更新しない場合に、それ自体を無効とされて責任追及されないための対応と見られますが、こうした一文を加えるだけで簡単
に雇い止めができたら、契約社員の立場はますます不安定なものになりかねません。

　1年の雇用契約を繰り返し更新し、7年勤務してきた契約社員が起こした裁判がありました。最後に交わした労働契約書に「更新しない」
との条項が加えられ、契約社員は異議を述べることもなく署名に押印。期間満了での雇い止めを告知されたものです。契約社員はこれまで
更新が繰り返され、業務の必要性からある程度の雇用継続が期待されていたなどとして雇い止めの無効を主張。ところが判決は、解雇乱用
法理が類推適用されることは認めつつ、会社が不更新条項の追加を伝えた上で希望を確認し、それまで6割程度だった契約社員の年休消化
率が最後の1年は100％だったことなどから、契約の終了を認めました。

　ただ、不更新条項はそもそも公序良俗に反して無効だと批判する学説もあります。何の説明もなく不意打ち的に、不更新条項が加えられ
ていても、合意が成立していないとして争う余地は残されていますので弁護士にご相談ください。

朝日新聞2009年12月7日夕刊掲載「働く人の法律相談」/
－パワハラと労災認定－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

精神疾患を発症したら認められる？
　ちょっとした仕事上のミスで上司からひどい叱責を受け続け、体調がすぐれないため病院で受診したらうつ病だと診断された。この場合、
パワハラによるものとして労災になるのでしょうか。

　近年、上司のパワハラによる精神疾患の発症が、労災にあたると認めた裁判は次のようなケースです。

　直属の上司が部下に対し「存在が目障りだ。居るだけでみんなが迷惑している」「おまえのカミさんも気がしれん。お願いだから消えて
くれ」「おまえは会社を食いものにしている。給料泥棒」などと発言。人格や存在を否定するような過度に厳しい発言内容などが、客観的
にみて精神疾患を発症させるほど非常に大きな心理的負荷になったとしました。

　上司が主任に昇格した者に対し、能力不足であることを明記した文章を書かせ、「主任失格」という文言を使って叱責した事例もありま
す。本人はとりわけ家族を大切にしていたようですが、結婚指輪をしていることが仕事の集中力を低下させるとして、この本人だけに繰り
返し指輪を外すように命じていました。こうした上司による一連の行為をパワハラだとし、月に90時間前後の時間外勤務だったこともあ
わせ、労災にあたると認められました。

　今年4月には、厚生労働省が10年ぶりに精神疾患の労災認定基準を見直しました。パワハラに相当する出来事が、古い基準に比べてス

https://saitamasogo.jp/archives/2123
https://saitamasogo.jp/archives/2123


トレスの度合いが強いとされたのです。前述したほどの厳しいケースでなくとも、労災と認められることは充分にあり得ます。

　また、パワハラを受けた場合には労災だけでなく裁判や交渉で、損害賠償を会社やパワハラをした上司本人に請求することもできます。
例えば、達成困難なノルマを上司から課せられ、毎朝の報告で明らかに落ち込んだ様子を見せるまで叱責されたり、社内の業績検討会で
「会社を辞めれば済むと思っているかもしれないが、辞めても楽にならない」などと責められたりした場合です。

　ただし、上司らのある程度の厳しい改善指導は、正当な業務の範囲内にあたるとした判例もあります。職場で指摘しづらい場合は、弁護
士など専門家に相談してください。

●ここがツボ●
・発言が客観的にみて大きな心理的負荷になれば認定も
・基準見直しで精神疾患が労災と認められやすい方向に
・パワハラをした上司に損害賠償を求めることもできる

朝日新聞2010年4月5日夕刊掲載「働く人の法律相談」－求
人広告と条件違う－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

慰謝料請求できるケースも
　就職当時、求人広告に「退職金あり」と記載されていたので、今回退職するにあたって会社に退職金の請求をしました。
ところが会社からは退職金制度はなく、支給しないと言われています。

　求人広告と職場の実態が違うという悩みは少なくありません。賃金や残業代、勤務時間。今回の退職金でも問題になるケースがあります。

　そもそも求人募集には、公的機関であるハローワークに備えられている求人票と雑誌やインターネットなど様々な媒体で目にできる求人
広告とがあります。これらには労働条件の明示が義務づけられています。その明示については、賃金であれば見込額でいいことになってい
ます。

　ただし、求人票については特段の合意事項がない限り、記載された内容そのものが契約内容になると判断された裁判例があります。求人
票が公的機関に備えられていることが重視されたためで、求人広告にはそこまでの効力を認めないのが一般的です。

　求人広告で募集を見つけたとしても、条件面であいまいな記述があった場合はそのままにしないこと。トラブルを招かないように、採用
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面接の際にしっかりと確認することが大事です。それでも採用後、求人広告の記載と異なる労働条件だったという場合が起こりえます。

　求人広告などで同年次の定期採用者と「同等」の給与を支払うとの説明だったにもかかわらず、実際は同年次の定期採用者に支払われる
給与幅の下限に位置づけられていたとして、中途採用者が裁判に訴えたケースがありました。

　判例は、会社が給与条件で定期採用者と差別しない趣旨を中途採用者に説明していても、定期採用者の平均給与を支給するといった具体
的な意思表示があったとは認められないとしました。一方、中途採用者は会社の採用方法に疑問を呈したため軽作業部門に配置転換されて
もいました。裁判所はこうした不当性も踏まえ、求人広告を信じて入社した者に対し精神的衝撃を与えたなどとして、100万円の慰謝料
を認めました。

　ご質問のケースでも求人広告の掲載内容や採用面接の経緯によっては、慰謝料請求ができるかもしれません。

朝日新聞2009年7月13日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
待機時間－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

　仕事中の「待機時間」は、休憩？それとも労働？観光バスの運転手など待機時間の長い職業の人にとって、待機時間の扱いは重要な問題
です。

　労働弁護団の弁護士や各地の労働組合のもとには、「休憩と労働時間の境界があいまいで、会社がきちんと賃金を支払わない」といった
相談が寄せられます。どこまでが賃金が支払われる対象になるのでしょうか。

　労働時間とは「使用者の指揮命令下で労働力を提供した時間」を指します。必要が生じれば直ちに対応する事が義務づけられている待機
時間や、作業の準備・後処理を行う時間も実労働時間とされます。労働義務からどれほど解放されているか、場所的・時間的な拘束がどの
程度あるか。「休憩時間」との違いはそこです。

　１９８２年に観光バス会社の従業員らが、時間外労働賃金の支払いを会社に求めた裁判で勝訴しました。乗客が観光見物している間の待
機時間について、会社側は「休憩時間だ」と主張しましたが、裁判所は「労働時間である」と認定し、賃金の支払いを命じました。

　その理由はこうです。運転手は待機時間中にも車輌の清掃や点検、駐車場の整理に伴う車輌の移動、途中で戻って来た客への対応など運
転以外の作業があります。加えて、運行スケジュールの変更に対応する準備などをして、出発に備える必要もある、という判断です。

　必ずしも肉体的には労働をしているように見えなくても、使用者の指揮命令下にある待機時間について、会社は賃金を支払う義務がある
のです。
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　運送会社で荷物を積むトラックの到着を待つ従業員、昼休み中も安全面の問題から現金輸送車から離れられない運転手、商店で客を待つ
店員など、必要が生じればすぐに労働に入る事が求まられている職業に共通します。

　あなたの仕事の待機時間はどうですか？疑問を感じたら、仕事時間や作業内容をメモし、労働組合や弁護士にご相談ください。会社との
話し合いで解決しない場合は、労働審判の申し立てなどで賃金の支払いを要求することも選択肢に入れてはどうでしょうか。

●ここがツボ●
・会社の指揮命令下で働いている状態が「労働時間」
・休憩時間との違いは、場所的・時間的な拘束の程度
・疑問があれば、待機した時間や内容を記録し相談を

朝日新聞2008年7月28日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
退職金－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

　仕事でミスがあった従業員の退職金を、雇い主が減額することはできるのでしょうか。取引先からの未回収金の責任を問われ、退職金を
減らされたという読者から質問がありました。

　結論から言うと、退職金の減額は基本的にできません。賃金は全額、本人に支払われるよう労働基準法で義務づけられています。退職金
は、就業規則などで支給することやその支給基準が決められていれば、雇い主に支払い義務が生じます。この場合は賃金と認められ、会社
は全額、本人に支払わなければならないのです。ただし、損害額との相殺を従業員が了承すれば、減額も認められます。事態によっては、
懲戒解雇により、退職金が全額ないし一部支給になることもあります。

　他方、ミスをしたことで雇い主から損害賠償請求されることはあり得ます。といっても、横領や窃盗など故意に損害を出したのではない
限り、全額賠償はまれです。レジでの釣り銭の間違いなど、程度の軽い過失であれば、そもそも賠償請求の対象にはなりません。冒頭のご
質問の場合も、回収不可能なのを知りながらあえて取引を続けたといったような事情がなければ、別の従業員でも起こりえた事態だったと
も言え、やはり賠償の対象にはならないでしょう。

　過失の度合いが重ければ、損害を雇い主と分担することになります。分担割合は、過失の程度や雇い主の管理体制などから判断されます。
雇い主が、ミス防止のための教育や従業員への日ごろのチェックを欠くなどしていた場合には、従業員が負担する賠償額も制限されます。

　過去には、宝石類の卸売会社社員が、顧客の店で営業中に、商品が入ったかばんを盗まれ、会社から賠償請求をされた例があります。社
員が、他人の手が届くような場所にかばんを置いて、４メートル以上も離れた所でかばんから目を離していたのは、基本的な義務違反で、
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その過失の程度は重いとされました。他方で、被害は第三者の盗みによるもので、会社も宝石類について盗難保険に入っていなかった、な
どの事情を考慮して、賠償額は損害額の半分にとどめられました。

●ここがツボ●
・本人の了承なければ基本的には出来ない
・懲戒解雇なら全額、一部の不支給もあり
・退職金とは別に損害賠償請求されることも

朝日新聞2009年7月27日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
年俸制と残業代－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

化粧品販売会社の正社員です。数年前に年俸制で雇用契約を結び、「残業代なし」と言われました。ところが最
近、会社は「年俸は月40時間の残業代を含んでいる。それを超す分を今後は支払う」と説明してきました。ど
ういうことでしょうか。また、これまでの残業代は取り返せますか？
　東京都の女性から、質問をいただきました。年俸制を採り入れる企業が増えています。幹部に限らず一般社員にも適用する会社が少なく
ありませんが、「年俸制だから残業代は払わなくて良い」という誤解も生じています。会社側が知っていて、ごまかしているケースもある
ようです。

　しかし、これは法律違反です。労働基準法37条は「1日8時間・週40時間以上の時間外労働に対しては、通常賃金の25%以上にあ
たる割増賃金を支払わなければならない」と定めています。年俸制も例外ではありません。

　最初から年俸額に残業代を含めることはできます。その場合、何時間分の残業代を含むのかを、会社は書面で明確にしなければなりませ
ん。そして、社員の勤務時間を把握し、実際の残業時間を計算して年俸額に含まれる残業時間を上回る場合は、超過した分を支給しなけれ
ばなりません。

　質問の女性の会社は、「40時間の残業を上回る分を支給する」と説明したそうですから、当初よりも労基法の趣旨を踏まえた制度になっ
たようです。

　残業代の計算で気をつけたい点がもうひとつ。年俸額を16カ月で割り、通常月は16分の1、年2回は夏冬賞与として16分の2ずつ
上乗せして支払う例がよくありますが、残業代算定の起訴賃金は年俸額の12分の1と決まっています。
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　残業代は、過去2年分にさかのぼって請求できます。その場合、残業したことを証明できる資料が必要です。タイムカードやＩＤカード、
当時の手帳、メール送信記録、資料作成記録などを可能な範囲でそろえてください。

　労働基準監督署への相談もよいですが、素早い解決を求める場合、弁護士にご相談を。残業時間を完全には証明できなくても、一定の残
業代を認める裁判例も出ています。労働審判制度を使い、3カ月程度で解決する事例も多くなりました。

●ここがツボ●
・年俸制であっても「残業代なし」は労働基準法違反
・残業代を計算する際の月額賃金は「年俸の12分の1」
・請求できる残業代は過去2年分。証明できる書類を

朝日新聞2010年8月23日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
懲役解雇、普通解雇とどう違う？－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

最も重い懲戒処分　退職金ないなど影響深刻
　ＪＲ東日本の社員が先日、社員に貸与される「職務乗車証」などを悪用し、不正乗車（キセル）をしていたとして処分を受けた問題があ
りました。このうち一部の社員が懲戒解雇されました。

　そもそも懲戒解雇は普通解雇と何が違うのでしょうか。

　使用者と労働者は労働契約を結んだ関係にあり、いずれの側からも解約は可能です。使用者側からの解約が解雇になります。ただ、解雇
が安易に認められては労働者の生活に与える影響が深刻になるため、客観的に合理的で、社会通念にてらして相当な理由のない解雇は無効
とされます。

　これに対し、企業秩序を維持する観点から、労働契約関係に基づいて使用者は懲戒権を持っています。懲戒解雇は通常、最も重い懲戒処
分。労働者は、退職金が支給されなかったり、経歴に傷をつけて再就職が難しくなったりするなど、普通解雇にも増して深刻な事態になり
かねません。

　そのため、懲戒解雇が有効となるには、就業規則などに懲戒になる事由及び懲戒の種類が規定されている▽規定が労働者に周知されてい
る▽規定に該当する懲戒事由が存在する▽処分の重さが相当である－といった要件がさらに必要です。
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　冒頭のキセル問題を例にすれば、解雇という処分が重いのではないかと争う場合は処分の重さの相当性が問題。キセルの事実を否認して
争う場合は、懲戒規定に該当する事実の存在が問題となります。

　懲戒事由の存在が争われたケースでは、トラック運転手が髪の毛を黄色に染めて業務していたところ、「素行不良にして…社内の風紀秩
序を乱した」「業務上の指示、命令に従わなかった」などの懲戒規定に当たるとして、懲戒解雇された事例があります。しかし裁判所は、
髪の色や形、容姿、服装など労働者の人格や自由に関する事項に対する制約は、企業の円滑な運営において必要かつ合理的な範囲にとどま
るため、髪の毛を黄色に染めたことは、懲戒規定に該当する事実にはならないと判断しました。

　懲戒規定に該当しそうな事実があったとしても、規定を合理的に解釈していくことが必要です。疑問がある場合は弁護士に相談してくだ
さい。


